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衆
議
院
議
員
横
粂
勝
仁
君
提
出
国
土
交
通
省
が
認
可
し
た
武
蔵
小
金
井
駅
南
口
第
�
地
区
第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業

に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
三
ま
で
及
び
七
に
つ
い
て

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
が
施
行
す
る
市
街
地
再
開
発
事
業
に
お
け
る
権
利
変
換
前

の
施
行
地
区
内
の
宅
地
の
価
額
及
び
権
利
変
換
後
に
施
行
地
区
内
に
宅
地
等
を
有
し
て
い
た
者
に
与
え
ら
れ
る
施
設
建
築
敷

地
の
価
額
（
以
下
「
宅
地
等
の
価
額
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）

第
八
十
条
及
び
第
八
十
一
条
に
お
い
て
、
事
業
に
要
す
る
費
用
、
近
傍
類
似
の
土
地
、
近
傍
同
種
の
建
築
物
又
は
近
傍
類
似

の
土
地
若
し
く
は
近
傍
同
種
の
建
築
物
に
関
す
る
同
種
の
権
利
の
取
引
価
格
等
を
考
慮
し
て
相
当
の
価
額
を
定
め
る
こ
と
が

規
定
さ
れ
て
お
り
、
国
土
交
通
大
臣
は
、
権
利
変
換
計
画
の
認
可
に
当
た
っ
て
は
、
機
構
が
定
め
た
宅
地
等
の
価
額
が
、
当

該
規
定
に
従
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
宅
地
等
の
価
額
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
に
は
、
御
指
摘
の
駅
か
ら
の
距
離
及
び
容
積
率
の
ほ
か
、
間
口
、

奥
行
、
形
状
、
道
路
付
け
等
様
々
な
要
因
が
勘
案
さ
れ
る
と
考
え
て
い
る
が
、
お
尋
ね
の
武
蔵
小
金
井
駅
南
口
第
�
地
区
第

一
種
市
街
地
再
開
発
事
業
の
各
街
区
の
宅
地
等
の
価
額
に
つ
い
て
は
、
関
係
権
利
者
の
権
利
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る

一



こ
と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。

四
に
つ
い
て

機
構
に
よ
れ
ば
、
御
指
摘
の
よ
う
な
事
実
は
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

機
構
が
施
行
す
る
市
街
地
再
開
発
事
業
に
お
け
る
事
業
内
容
の
説
明
及
び
意
見
交
換
等
の
内
容
の
記
録
に
つ
い
て
は
、
機

構
の
内
部
規
程
に
お
い
て
、
文
書
の
区
分
に
応
じ
て
一
定
期
間
保
存
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
機
構
の
業
務
に
つ
い
て
は
、
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
三
十
二
条
等
に
基
づ
き
、

主
務
省
で
あ
る
国
土
交
通
省
に
設
置
し
て
い
る
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
が
、毎
年
度
の
業
務
の
実
績
に
つ
い
て
評
価
し
、

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
機
構
に
対
し
、
業
務
運
営
の
改
善
そ
の
他
の
勧
告
を
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、

国
土
交
通
大
臣
は
、
御
指
摘
の
中
期
目
標
の
期
間
の
終
了
時
に
、
同
委
員
会
の
意
見
を
聴
い
た
上
で
業
務
の
全
般
に
わ
た
る

検
討
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

六
に
つ
い
て

固
定
資
産
税
の
課
税
に
お
け
る
土
地
の
評
価
額
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
長
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
個
別
の

二



土
地
の
評
価
額
に
つ
い
て
は
、
政
府
と
し
て
承
知
す
る
立
場
に
な
い
。

ま
た
、
相
続
税
及
び
贈
与
税
の
課
税
に
お
け
る
土
地
の
評
価
額
に
つ
い
て
は
、
路
線
価
等
に
基
づ
き
算
定
し
て
い
る
が
、

土
地
の
形
状
や
道
路
付
け
等
に
よ
り
評
価
額
が
異
な
る
こ
と
か
ら
、
個
別
の
土
地
の
評
価
額
を
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で

あ
る
。

八
に
つ
い
て

都
市
再
開
発
法
第
八
十
四
条
等
に
お
い
て
は
、
機
構
が
施
行
す
る
市
街
地
再
開
発
事
業
の
場
合
、
権
利
変
換
計
画
を
定
め

る
に
当
た
っ
て
は
、
土
地
等
の
権
利
関
係
又
は
評
価
に
つ
い
て
特
別
の
知
識
経
験
を
有
し
、
か
つ
、
公
正
な
判
断
を
す
る
こ

と
が
で
き
る
者
及
び
施
行
地
区
内
の
宅
地
に
つ
い
て
所
有
権
等
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
機
構
の
理
事
長
が
任
命
し
た
者
に

よ
り
構
成
さ
れ
る
市
街
地
再
開
発
審
査
会
の
議
決
を
経
た
上
で
、
国
土
交
通
大
臣
が
認
可
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

当
該
事
業
に
お
け
る
宅
地
等
の
価
額
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
手
続
を
通
じ
て
、
適
正
に
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
引

き
続
き
、
同
法
の
適
切
な
運
用
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

三


